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△ 未払役員幸胸||の辞退と源泉徴収

Q :私は 、 不動産管理会社を経営していま

すが、ここ数カ月資金繰りの関係で、役員報

酬が未払いとなっています。

この未払報酬を辞退しようと思うのですが、

所得税の源泉徴収はしなくてもよいでしょう

か。

A:源泉徴収はしなければなりません。

【解説】

所得税では、給与等の支払者が、源泉徴収

の対象となるもので未払いのものについて、

その債務免除を受けた場合には、その債務の

免除を受けた時においてその支払いがあった

ものとして源泉徴収を行わなければならない

こととされていますから、役員等が役員報酬

を辞退した場合には、会社はその報酬の受領

を辞退した時に、未払いとなっている役員報

酬をその役員に支給したものとして所得税を

源泉徴収しなければなりません。

ただし、その報酬の受領辞退が、会社の債

務超過の状態が相当期間継続しているため、

その支払いをすることができないと認められ

る場合に行われるものであるときは、源泉徴

収しなくてよいこととされています。

また、報酬等で、その報酬等の支給日の到

来前に受領辞退の意思表示をして辞退したも

のについても源泉徴収する必要はありません。

ご質問の場合、未払いになっている役員報

酬を辞退した場合には、辞退の時に報酬の支

払いがあったものとして源泉徴収する必要が

あります。


